
【模式図１　コーポレート・ガバナンス体制】
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※
１．経営会議（原則として毎週１回）は執行役員をもって構成し、常勤監査等委員は経営会議に出席して意見を述べることができる。
２．常務会には執行役員が出席し、常勤監査等委員は資料を閲覧する他、必要に応じて出席あるいは関係部門から説明を受けることができる。
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【模式図２　適時開示体制】
１．「決定事実に関する情報」「発生事実に関する情報」「子会社に関する情報」の開示

TDnetでの開示
兜倶楽部等での記者会見・資料投函
当社ウェブサイトへの掲載

２．「決算に関する情報」の開示

TDnetでの開示
兜倶楽部等での記者会見・資料投函
当社ウェブサイトへの掲載

※弁護士、会計監査人等の第三者からは、必要に応じて当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の運営の適正さにつき、適宜意見を受けております。
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